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国立大学法人静岡大学事業報告書 

 

 

「Ⅰ はじめに」 

国立大学法人静岡大学は、「自由啓発・未来創成」のビジョンに基づき、「質の高い

教育と創造的な研究を推進し、社会と連携し、ともに歩む存在感のある大学」を目指

すことを表明した。（『未来を拓く静岡大学～ビジョンと戦略～』平成 20 年 3 月制定）。 

学長のリーダーシップの下で執行部は、教育では、何よりも学生を大事にし、社会

で活躍できる人材の育成に努め、一人ひとりの学生が輝くことができるようにサポー

トすること、研究では、いくつかの研究分野で世界トップレベルの研究力を組織とし

て養うこと、そして地域社会との関係では、地域に存在感ある大学として、地域の知

の拠点、文化の拠点、人材育成の拠点、産業創出の拠点、そして未来創成の拠点とな

ることを地域社会と本学関係者への約束として、教育、研究、社会連携・国際交流等

に取り組んでいる。  

 

 

「Ⅱ 基本情報」 

１．目標 

静岡大学は、「自由啓発・未来創成」のビジョンに基づき、人材育成を旨とし、質

の高い教育と創造的な研究を推進し、社会と連携し、ともに歩む存在感のある大学を

目指す。 

第2期中期目標期間においては、分野ごとに下記の基本的な目標を定め、そのため、

教えの場から学びの場への転換、自由な基礎的研究の推進と学際・未踏の研究分野へ

の組織的な取組み、地域社会と協働した現代の諸課題へのチャレンジ、国際性豊かな

人材育成、法人組織運営の自律性とアカウンタビリティーの一層の明確化を図る。 

【教育】 

 国際感覚と高い専門性を有し、チャレンジ精神にあふれ、豊かな人間性を有する

教養人を育成する。 

 教職員と学生が相互に潜在能力を引き出し、知と文化を未来に継承・発展させる。 

【研究】 

 知の蓄積を図り、世界をリードする基礎的・独創的な研究を推進する。 

 地域の学術文化の向上に寄与するとともに、地域産業の特色を活かし、産業振興

に資する研究を推進する。  

【社会連携】 

 現代の諸課題に真摯に向き合い、地域社会と協働し、その繁栄に貢献する。 

【国際化】 

  創造的な教育研究を通して、国際性豊かな大学を目指す。 

【経営基盤】 

 本学の活動について社会の一層の理解を求め、法人組織の経営基盤の安定化を進

める。 
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２．業務内容 

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況  

１ 教育に関する取組  

○学士課程  

①共通教育の改革  

平成 25 年度実施を目標にこの３年間取り組んできた全学共通教育改革は、新カ

リキュラムの確定、関連規則等の整備、時間割、教員配置等の準備を完了させた。

共通教育改革は、英語及び未修外国語の新しいカリキュラム体系、新入生向けの

学部横断セミナーの導入、CAP 制導入により内容的に精選した専門科目・共通科

目の授業編成と履修指導、GPA を用いた学習指導の強化等を主な内容としている。

うち、アカデミック・イングリッシュと学部横断セミナーについては試行的に一

部授業を実施し、効果等の検証を行った。  

②キャリアデザイン教育の拡充     

これまでに整備してきたキャリアデザイン教育の連続性を担保する新しい共通

教育科目として２年生向けに少人数のインターンシップ科目、３年生向けに「大

学での学びとキャリア」を開設した。また、インターンシップを PBL 型のアクテ

ィブラーニングと結びつけた教育改善を柱とするプログラムが GP のひとつであ

る「産業界のニーズに対応した教育改善」事業に採択され、次の事業を実施した。 

a.全学インターンシップ科目「インターンシップの理論と実践」の企画とプロ

トタイプ授業の実施   

b.しずおか就職連絡会議との定期協議による県内産業界ニーズの把握と協力体

制の構築  

c.インターンシップに関わる産業界ニーズ調査の実施   

d.産業界ニーズを取り込んだアクティブラーニングを中核とする授業  

各部局においても、本学 OB/OG が積極的にキャリアデザイン教育に関与する同

窓会 OB による連続授業、講演会、就活支援相談など多様な取り組みを行った。  

③防災教育と防災マイスター称号制度の整備  

地震防災対策推進地域にある国立大学として、地域の地震防災人材の育成のた

めに平成 23 年度に創設した防災マイスター称号制度の適応範囲を平成 25 年度か

ら大学院修士課程にまで拡げることとした。平成 24 年度の防災マイスター取得者

は９名（学部生）であった。  

本学の防災教育プログラムに基づく「防災マイスター」が静岡県から知事認証

「静岡県ふじのくに防災マイスター」を受けることになった。  

 

○大学院課程・専門職大学院課程  

①学部・大学院教育の改革  

   工学部・工学研究科は、現行の学士課程４学科・修士課程５専攻を、学士課程

５学科・修士課程６専攻に平成 25 年度に改組することを決定し、改組計画を策定

した。これにより、新しい教育プログラムとして電子物質科学、化学バイオ工学、

数理システム工学を導入し、その上で６年一貫制を意識した学士課程カリキュラ

ム及び修士課程カリキュラムの改定を行った。学士課程における他学科概論科目、

修士課程における情報学研究科を含めた副専攻制度等を整備した。  

   教員養成系大学・学部における初めての共同大学院である愛知教育大学との共

同大学院博士課程教育学研究科共同教科開発学専攻を平成 24 年度から順調にス
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タートさせた。  

②修士課程教育の国際化     

農学研究科では、今年度試行的に実施した外国人特任教員による実用英語プロ

グラムを次年度から単位化することとし、さらに、全ての講義等を英語で行う「グ

ローバル農学人材育成コース（若干名）」を平成 25 年度から秋季入学として導入

することを決定した。  

また、情報、工、農の各研究科では海外での学会発表を推奨し、旅費の補助や

奨学金返還免除者選考の際に海外での国際学会発表実績を考慮するなどの措置を

実施している。  

③博士課程教育の国際化  

「中東欧・アジア地域国際連携教育プログラム」が、平成 24 年度文部科学省「国

費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」に採択され、国費留学生受入

れ枠を５名から８名に拡充し、中東欧及びアジアの協定大学から優秀なダブルデ

ィグリープログラム留学生の受入れを促進させた。  

創造科学技術大学院において重点的に取り組んでいるダブルディグリープログ

ラム（DDP）制度による今年度実績は、受け入れ 12 名、派遣２名、これまでに

本プログラムによる学位取得者は２名である。  

「戦略的環境リーダー育成拠点の形成」プログラムを進め、国際円卓会議 2012

「環境人材育成ネットワークの形成：今とこれから」（平成 24 年９月）を開催し

た。また、岐阜大学、横浜国立大学との「３大学合同シンポジウム」を２回（平

成 24 年５月、11 月）開催し、タイのラームカムヘン大学にて「沿岸生態系海外

短期コース」（平成 24 年 10 月）を実施した。  

 

 ○教育実施体制  

①FD/SD 活動の推進     

新任教員研修会（参加者 25 名）、講演会等（計 9 回、参加者計 409 名）への教

員の参加など、FD は教員に定着してきている。  

SD については、前期に若手職員中心の研修会（参加者 29 名）を開催した。ま

た、初めての試みとして職員自らが仕事の成果や仕事改善をプレゼンテーション

する「第 1 回私たちの仕事改善の取組み」を開催（参加者 44 名）した。この取組

みについて教員と職員が協働執筆（４名）し「静岡大学教育研究№９」に論文を

掲載した。教員対象の FD 講演会にも 30 名の職員が参加するなど、教職協働で大

学改革に取組む気運が徐々に醸成されてきている。  

          

○学生支援  

①キャリアサポート体制の整備・充実     

就職支援・キャリアサポートについては、全学キャリアサポート委員会で就職

内定率の向上のために数値目標を設定し、部局をサポートする全学的な学生の就

活支援体制の強化を図ることにした。また、大学教育センターのキャリアデザイ

ン教育・FD 部門や博士キャリア開発支援センター（平成 24 年度ポストドクター・

キャリア開発事業採択により設置）との情報共有等を行うなど、学内の総合的な

キャリアサポート体制を強化した。就職支援体制の整備としてカウンセラーを静

岡・浜松に配置した。卒業・修了年次の未内定学生を対象としたガイダンスを開

催し、新たに保護者向け説明会（１月開催参加者 273 名）を実施した。就職相談
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カウンセラーと全学キャリアサポート委員との懇談会を開催し、相談利用状況や

各カウンセラーからの提案などについて意見交換をした。さらに卒業生・修了生

へ求人情報の提供や就職相談などの支援を行った。  

②学生への経済的支援  

   自然科学系教育部及び法務研究科の成績優秀者に対する授業料等免除に関する

要項、学士課程及び大学院修士課程等の成績優秀者に対する授業料免除に関する

要項を定め、自然科学系教育部及び法務研究科それぞれ各年次につき定員の１割

以内に成績優秀者を対象とする授業料及び入学料の免除枠を設けた。また、学士

課程及び大学院修士課程の学生については、各学部、各研究科の最上位学年それ

ぞれにつき１人分の（計 12 人）授業料の免除枠を設けた。  

この他に、東日本大震災地出身者を対象とした入学料（4 名）及び授業料の免

除（12 名）を昨年度に続いて実施した。  

③学生課外活動支援  

学生の課外活動を充実するために、全学学生委員会の下部組織として教職員及

び学生を構成員に含めた課外活動支援部会（年２回開催）を設け、支援部会の趣

旨と活動方針について理解を共有し、運営を開始した。特に課外活動公認サーク

ルへの経費支援については、施設設備の改善など要求事項を取りまとめ緊急性の

高いものから支援した。  

公認サークル・サッカー部の内閣総理大臣杯全国大会出場に対して往復の旅費

を支援し、その支援の方法を他公認サークルへも適用することとした。  

12 月に体育系サークル指導者研修会（参加者 126 名）を開催し、運動部のリー

ダーとしての自覚と資質を高めるための研修を充実させた。  

なお、東西キャンパス交流バスの支援については、前年度同様継続している。  

④留学生支援  

留学生の勉学生活支援を目的としたチューター制度のより良い運用に向けて、

部局用の「チューターの概要」と「チューターの手引き」を改定すると共に、留

学生チューター制度に関する要項を作成し、各部局におけるチューターの対応の

統一を図った。  

留学生への独自の経済的支援として、静岡大学国際交流基金による奨学金（月

額 4 万円）給付枠を 4 名増やして 24 名とした。  

留学生・日本人学生の交流推進のため、６月に両キャンパスの留学生交流会を

留学生ボランティア（日本人学生）も参加して農学部藤枝フィールドにおいて行

い（参加者約 40 名）、また、10 月に静岡キャンパスで留学生交流会を行った（留

学生・日本人学生併せて参加者約 40 名）。  

 

２ 研究に関する取組  

①組織的研究の推進  

   超領域研究推進本部の下で、重点４分野（極限画像科学、ナノバイオ科学、グ

リーン科学技術、アジア研究）をそれぞれ推進するとともに、新たな異分野融合・

横断型の２つの連携課題（極限画像関連、グリーン関連）を設定し研究支援を行

い、第４回超領域研究会にてその成果を報告した。また、日中韓による第２回超

領域国際シンポジウム（中国・韓国から６大学・機関が参画し、総勢約 120 名が

参加）を開催し、国際競争力のある先端研究の交流を通してアジアとの国際的連

携基盤の構築に向けた取り組みを進めた。これらの取り組み状況については本学
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のウェブサイトやニュースレターに掲載した。  

②若手研究者、女性研究者支援  

若手グローバル研究リーダー育成プログラム（テニュアトラック教員 10 名）は

平成 24 年度に最終年度を迎え、テニュア移行への審査を行い、全員のテニュアへ

の移行を認めた。この事業を発展・拡充すべく、前年度から大学独自の自主財源

によるテニュア制度普及・定着に向け部局の取り組みを強化した（H23 2 名（工、

電研）、H24 3 名（工、農、情））。また、本年度、若手博士人材（ポストドクター）

の活躍を支援する取り組みとしてポストドクター・キャリア開発事業が採択され

（H24～28）、博士キャリア開発支援センターを設置した。  

   平成 24 年度に女性教員７名を採用し（採用比率 23.3％）、うち人件費の一部を

全学から補助する女性研究者採用加速支援システムを活用したのは 5 件である。  

③組織的研究体制の構築     

本学の強みである極限画像、ナノバイオ科学、グリーン科学技術の３分野に集

中・特化することにより電子工学研究所とグリーン科学技術研究所の、それぞれ

の改組と新設計画を策定した。２つの研究所には、それぞれ 30 名程度の研究を牽

引する「コア教員」及び「サブコア教員」を配置し、新電子工学研究所に４部門、

グリーン科学技術研究所に３部門を設け、プロジェクト型の研究実施体制を整え

た。  

地域の強みである光･電子の実績を踏まえた産学連携による国際イノベーショ

ン拠点整備事業“はままつ光研究拠点（仮称）”が採択され、電子工学研究所とも

連携して革新的課題の研究開発に異分野融合で取組む「場」を整えた。  

 

３ 社会連携・国際化・附属学校園に関する取組  

①全学的な社会連携組織の強化  

   これまでの社会連携・産学連携関係学内４組織（イノベーション共同研究セン

ター、知的財産本部、生涯学習教育研究センター及び地域連携協働センター）を

統合して、イノベーション社会連携推進機構を設置し、社会連携等における全学

的マネジメント機能を強化した。これにより浜松キャンパスで主に取り組んでい

た産学連携と静岡キャンパス中心の地域連携を融合し、社会連携に係る諸活動を、

全学的かつ効率的に取り組むことが可能となった。  

②産学連携の主な実績  

文部科学省の「地域イノベーション戦略支援プログラム」の支援を得て、浜松・

東三河地域の 16 機関（産学官金）が連携して『「先端光 .電子技術｣と｢ものづくり

基盤技術｣の融合によるライフフォトニクスイノベーション』事業を開始した。地

域における中核研究機関として、招聘研究者を受け入れ、テラヘルツ波の光源・

検出装置の試作開発やタンパク質・有機分子の分子構造の同定の研究を推進した。 

JST の支援による「制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム」の最

終年度の計画を遂行しつつ、浜松地域の企業・行政・商工会議所の協力を得て次

年度以降の自立的運営の道筋を確立し、「組込みソフトウエア技術コンソーシア

ム」を設立した。  

・産学連携に係る主な数値実績  

・共同研究：199 件 191 百万円  

・受託研究：131 件 602 百万円  

・特許出願：国内 54 件、外国 42 件 商標：１件  
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技術移転：  24 件  5 百万円  

③地域連携及び地域の地震防災減災に関する市民講座等の主な実績  

学生と教職員が主体となり地域と協働して取り組む「地域連携応援プロジェク

ト」を前年度に引き続き学内公募し、「ちびっこ寺子屋プロジェクト」、「自主防災

活動に男女共同参画・多様性配慮の視点を導入するための研修者養成サポート事

業」、「中小企業の情報化推進と社会人基礎力を育む IT 経営実践道場」等 14 件を

実施した。また、それらの成果報告をとりまとめた。  

・地域連携、地震防災減災等に係わる講座等の実績  

a.静岡大学・読売新聞連続市民講座「〈いのち〉に挑む最前線」（全５回、５月

～９月）  

b.静岡大学・中日新聞連携講座「震災後の日本を考える～社会の読み方、創り

方～」（全５回、11 月～２月）  

c.静岡大学・中日新聞社東海本社共催地震防災シンポジウム「その日に備える」

（９月）  

d.イノベーション社会連携推進機構「静岡大学防災シンポジウム：地域連携を

通じて静岡地域の防災を考える」（11 月）  

e.防災総合センター「伊東沖海底噴火から 23 年：海底火口の今」（12 月）  

f.人文社会科学部シンポジウム「３・11 後の原発と地域の未来」（11 月）  

g.静岡大学・コープしずおか連携講座「食と健康を科学する」（全３回 10 月）  

等の講演会開催や多様なメディアへの出演、静岡県社会福祉協議会や静岡ボラン

ティア協会と連携した活動を展開した。  

工学部の「減災技術教育研究プロジェクト」が浜松市の協力のもと、本学の先

端技術を活用した大規模災害時における減災技術の実証試験を市民に公開し意識

を啓発した（３月）。  

④学生の海外交流  

学生の海外派遣促進のため、英語圏協定校への夏季短期留学に対して全学教育

科目「英語海外研修」（２単位）としての単位認定を開始した。日本学生支援機構

「留学生交流支援制度（ショートステイ・ショートビジット）」（4 件採択）によ

り、34 名が海外 14 大学と交流を行った。  

前年度より開始した協定校への交換留学生の選考についての諸改革及び派遣前

ガイダンスの充実、定期的に提出される報告書の活用による留学中の学生とコミ

ュニケーションが取れる体制の整備等を継続実施し、平成 24 年度の国際交流セン

ターによる派遣学生は夏季短期留学 38 名、交換留学 26 名、ネブラスカ大学オマ

ハ校 ILUNO（Intensive Language Program at the University of Nebraska at 

Omaha）13 名、アルバータ大学 VSCP（Visiting Student Certificate Program）

２名、計 79 名となった。  

さらに、工学部では独自に海外研究機関との研究室交流（ショートステイ・シ

ョートビジット）を実施し、学生の海外派遣（７研究室：36 名）と海外学生の受

入（２研究室：19 名）を行った。  

情報学部ではシドニー大学集中コース短期留学制度（授業科目名・Australia: 

Land and Nation、２週間、参加者６名）を実施した。この集中コースを修了す

ると予め指定した専門科目として４単位認定している。さらに情報学研究科は国

内外インターンシップ事業として、国外の企業・大学へ 10 名の修士課程学生を派

遣した。  
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人文社会科学部では平成 24 年 8 月に学生 16 名を教員・職員が引率して、協定

校の中国東華大学との交流や、上海市市街・工場等の見学を含めた短期研修を行

った。新たにジャン・ムーラン・リヨン第３大学（フランス）と交流協定を締結

した。  

農学部では、学生 20 名がインドネシア・ガジャマダ大学での「海外フィールド

ワーク」（2 単位）を履修した。  

理学部では、マサチューセッツ工科大学とハーバード大学に大学院生５名と教

員１名を派遣し、５日間に渡り、世界最先端の研究設備と講義を見学した。  

⑤卒業・修了した留学生の組織化・教育研究の成果の発信  

既卒留学生を組織化するため、インドネシア元留学生同窓会を学長及び静岡県

企業関係者臨席で開催（７月、ジャカルタ）するとともに、インドネシア事務所

に事務スタッフを配置し、特にアジア地域における既卒留学生の同窓会連絡網作

成のための準備作業を進めた。また、中東欧やアジアの協定校との国際研究会議

（インターアカデミア、 ICNERE（ The International Conference on Nano 

Electronics Research and Education））で、教育研究の成果を発信した。  

⑥附属学校園の取組  

静岡、島田地区に続き、浜松地区に「地域連携室」を設置し、各地域の公立小

中学校との連携体制を強化した。また１月に「第３回静岡大学教育学部教育研究

フォーラム 大学・附属学校園・地域の連携と創造 」を開催し、地元の教育委

員会や公立学校の教員等の参加も得て、特別支援学校「支援部」の地域の学校に

おける巡回指導の実践や、理科、体育、社会科等の各教科における地域連携や大

学と附属との連携による教科研究の成果報告を行った。  

 

４ 教育関係共同利用拠点に関する取組（農学部附属地域フィールド） 

            農学部附属地域フィールド科学教育研究センターの持続型農業生態系部門（農

場）及び森林生態系部門南アルプス（中川根）フィールドが教育関係共同利用拠

点として認定を受けた（平成 24 年７月 31 日）。うち前者は教育資源等の規模の面

で他に比べ圧倒的に小さいにも関わらず認定されたこと、後者は認定数が全国で

わずか３件のうちの１件として認定されたことから、その教育的機能の高さへの

期待が伺える。認定を受け、更なる活動に向け静岡県との共同主催による記念シ

ンポジウムを開催した。  

   持続型農業生態系部門（農場）では英和学院大学短期大学部、和洋女子大学及

び静岡産業大学の講義を実施し、茶やミカンをはじめとする多様な作物の基本的

な栽培実習教育や施設園芸での先端的な農業技術実習教育を、農場を有していな

い、「食」や「環境」、「情報」、「福祉」など幅広い分野の他大学学生に実施した。

また、コーディネータ教員（特任助教）を雇用し、共同利用推進のため教材・実

習機器、宿泊施設の整備を進めた。  

   森林生態系部門南アルプス（中川根）フィールドでは国内外の他大学学生（静

岡県立大学、東京都市大学、ガジャマダ大学、ベトナム林業大学、カセサート大

学）の野外実習型プログラムを実施した。また、実習からコーディネートまで拠

点事業全般の業務を担当するために森林生態学を専門とする特任助教を雇用し、

共同利用推進のため機材・設備の更新、宿泊施設の整備を進めた。  
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況  

１ 業務運営・財務内容等に関する平成 24 年度の重点的取組  

①男女共同参画事業の推進  

浜松学童保育（愛称「キッズ・ラボ」）や静岡多目的保育施設（愛称「たけのこ」）

を活用した学内における育児支援活動の検証を踏まえ、提供サービスの充実とと

もに外部委託等による効率化を進めた。  

ワークライフバランスの環境整備のために設けてきた研究支援員制度、メンタ

ー制度、休暇制度等の活用を進めるとともに意識改革や啓発の諸活動に取り組み、

一層の取り組み強化のために男女共同参画推進室を学則上の組織とした。  

男女共同参画における本学の先駆的な活動と継続した取り組みが評価され、静

岡県の男女共同参画社会づくり活動に関する静岡県知事褒賞（宣言事業所の部）

を受賞した。  

静岡県から民間子育て支援活動応援事業の助成を受けて NPO や福祉団体と連

携して地域子育て支援活動を行った。  

②恒常的な寄附金の獲得システムの構築  

各学部同窓会長等も加わった設立準備委員会の審議を経て、平成 24 年 10 月１

日「静岡大学未来創成基金」を設立した。「静岡大学未来創成基金」のウェブペー

ジを本学ウェブサイト内に開設した。また、寄附金の使途目的については、a.学

生奨学支援、b.国際交流事業、c.学術研究支援、d.キャンパス整備等、寄付者の意

向が反映できるよう配慮した。  

同窓会と連携して静岡大学未来創成基金の広報活動を行った。  

③地震防災対策と安全衛生管理の一層の強化  

地震発生時の通信手段として配備した機器（a.静岡及び浜松のキャンパス間の

衛星電話、b.キャンパス内の本部及び学部間デジタル無線、c.藤枝フィールド等遠

隔地間MCA無線）を円滑に運用するため、通信訓練実施要項を作成し、月１回の

訓練を開始した。  

防災対策委員会の構成員に男女共同参画担当副学長及び学生支援担当副学長を

加え、女性や学生に対する防災施策の検討体制の充実を図った。全学的な保存食

料、保存水等の防災物品の備蓄計画を策定し、計画的に整備するとともに備蓄品

保管用の防災倉庫を設置した。  

平成24年度から新入生全員に防災グッズ（飲料水、食料、携帯ライト・手回し

式充電ラジオ等）の配布を開始し、学生が被災者となった場合の事態に備えた。

これらを整備するため毎年度、防災経費を予算化することとしている。  

 キャンパスごとの安全衛生管理体制を全学的に統合して充実・強化するため、

安全衛生を所掌する組織及び安全衛生業務の見直しを行い、「静岡大学安全衛生

センター規則」を制定し、平成 25 年４月１日に安全衛生センターを設置すること

とした。  

静岡キャンパスの総合研究棟及び遺伝子実験施設の薬品管理室、薬品庫及び薬

品管理システムの改修・整備を行い、運用面及び安全面での向上を図った。さら

に、これまで薬品管理システムの整備予定がなかった附属学校についても、整備

に向けて検討を開始した。  
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３．沿革 

本学は、広く学術・文化の基礎及び応用を教授・研究し、平和的な国家及び社会の

建設に有為な人材を育成することを目的・使命として、昭和 24 年 5 月 31 日に、静岡・

浜松両市を拠点とする静岡県初の 4 年制大学として設置された。当初は、静岡市に置

かれた文理学部と教育学部、浜松市に置かれた工学部の 3 学部で構成された。その後、

学部等の改組や新設があり、人文社会科学、教育、情報、理学、工学、農学の 6 学部

と人文社会科学、教育学、情報学、理学、工学、農学、自然科学系教育部の 7 大学院

研究科、専門職大学院の法務研究科、電子工学の 1 附置研究所、8 学内共同教育研究

施設を有する総合大学となっている。 

本学のキャンパスは、好対照をなす二つの都市に存する。静岡市は行政と商業の中

心であり、浜松市は常に新たな産業創成の中心である。静岡キャンパスには、人文社

会科学部、教育学部、理学部、農学部、4 大学院研究科（人文社会科学、教育学、理

学、農学）及び法務研究科があり、浜松キャンパスには、情報学部、工学部、3 大学

院研究科（情報学、工学、自然系教育部）及び電子工学研究所がある。 

 

４．設立根拠法 

 国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号） 

 

５．主務大臣（主務省所管局課） 

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 

 

６．組織図 

学 部－人文社会科学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部 

研究科－人文社会科学研究科、教育学研究科、情報学研究科、理学研究科 

工学研究科、農学研究科、自然科学系教育部、創造科学技術研究部、 

法務研究科 

研究所－電子工学研究所 

 

７．所在地 

 静岡県静岡市 

 

８．資本金の状況 

 ４９，１７０，００８，８４３円（全額 政府出資） 

 

９．学生の状況 

総学生数        １０，３８９人 

学士課程         ８，８５３人 

修士課程         １，２６７人 

博士課程           １９６人 

専門職学位課程         ７３人 

 

 

 



 10 

１０．役員の状況 

役 職 氏 名 任  期 経  歴 

学 長 

 

伊東幸宏 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 19 年 4 月～平成 22 年 3 月 

静岡大学情報学部長 

 

理 事 

(教育・附属学

校園担当) 

石井 潔 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 18 年 4 月～平成 22 年 3 月 

静岡大学教育学部長 

理 事 

(研究・情報 

担当) 

碓氷泰市 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 17 年 4 月～平成 20 年 3 月 

静岡大学農学部長 

理 事 

(社会・産学連

携担当) 

柳澤 正 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 19 年 4 月～平成 22 年 3 月 

静岡大学工学部長 

 

理 事 

(総務・財務・ 

施設担当) 

山﨑裕史 平成 22 年 4 月 1 日 

～平成 25 年 3 月 31 日 

平成 20 年 1 月～平成 22 年 3 月 

文化庁長官官房政策課会計室長 

監 事 大戸宏文 平成 24 年 4 月 1 日 

～平成 26 年 3 月 31 日 

平成 15 年 5 月 

スター精密㈱監査役 

平成 17 年 6 月 

伊豆箱根鉄道㈱取締役 

監 事 德山博干 平成 24 年 4 月 1 日 

～平成 26 年 3 月 31 日 

平成 18 年 4 月 

静岡大学名誉教授 

平成 18 年 8 月～平成 24 年 3 月 

（独）科学技術振興機構イノベー

ションサテライト静岡館長 

 

１１．教職員の状況 

教員 １，１５９人（うち常勤７９９人、非常勤３６０人） 

職員     ７３７人（うち常勤３２３人、非常勤４１４人） 

（常勤教職員の状況） 

 常勤教職員は前年度比で１３人（１．１％）減少しており、平均年齢は４６歳（前

年度と同じ）となっております。このうち、出向者はありません。 
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「Ⅲ 財務諸表の概要」 

 

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」を参照願います。） 

（表示金額は百万円単位とし、表示単位未満については切り捨て表示しています。） 

 

１．貸借対照表（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_zaimu.pdf） 

 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

固定負債 

 資産見返負債 

 長期寄附金債務 

 資産除去債務 

長期未払金 

  

流動負債 

 運営費交付金債務 

 寄附金債務 

 前受金 

 未払金 

その他の流動負債 

 

11,001 

10,590 

42 

248 

120 

 

5,375 

388 

1,295 

11 

3,200 

478 

 

負債合計 16,376 

純資産の部 金額 

資本金 

 政府出資金 

資本剰余金 

利益剰余金 

49,170 

49,170 

△1,791 

1,898 

      

固定資産 

 有形固定資産 

  土地 

   減損損失累計額 

  建物 

   減価償却累計額等 

  構築物 

   減価償却累計額等 

  工具器具備品 

   減価償却累計額等 

  図書 

  その他の有形固定資産 

 無形固定資産 

 投資その他の資産 

 

流動資産 

 現金及び預金 

 その他の流動資産 

 

 

 

 

59,577 

59,226 

33,170 

－ 

24,886 

△8,620 

1,459 

△684 

8,174 

△5,943 

5,622 

1,161 

308 

42 

 

6,076 

5,869 

206 

 

 

 

    
純資産合計 49,277 

資産合計 65,654 負債・純資産合計 65,654 
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２．損益計算書（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_zaimu.pdf） 

 

（単位：百万円） 

区      分 金 額 

経常費用(A) 17,112 

 業務費 

  教育経費 

  研究経費 

  教育研究支援経費 

  受託研究費 

  受託事業費 

人件費 

 一般管理費 

 財務費用 

16,581 

1,811 

1,438 

868 

614 

201 

11,646 

524 

5 

経常収益(B) 17,138 

 運営費交付金収益 

 学生納付金収益 

 受託研究等収益 

 受託事業等収益 

 寄附金収益 

 施設費収益 

 補助金収益 

 資産見返負債戻入 

 財務収益 

 雑益 

8,689 

5,690 

616 

201 

228 

92 

412 

748 

0 

458 

臨時損益(C) △53 

目的積立金取崩額(D) 87 

当期総利益(B-A+C+D) 59 
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３．キャッシュ・フロー計算書（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_zaimu.pdf） 

 

（単位：百万円） 

区     分 金  額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 2,039 

 原材料、商品又はサービスの購入による支出 

人件費支出 

 その他の業務支出 

 運営費交付金収入 

 学生納付金収入 

 その他の業務収入 

△2,923 

△11,831 

△462 

9,320 

5,748 

2,188 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) 205 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △200 

Ⅳ資金増加額(D=A+B+C） 2,044 

Ⅴ資金期首残高(E) 3,626 

Ⅵ資金期末残高(F=E+D) 5,670 

 

 

 

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_zaimu.pdf） 

 

（単位：百万円） 

区       分 金  額 

Ⅰ業務費用 9,761 

 損益計算書上の費用 

 （控除）自己収入等 

17,171  

△7,409 

（その他の国立大学法人等業務実施コスト） 

Ⅱ損益外減価償却相当額 

Ⅲ損益外減損損失相当額 

Ⅳ損益外利息費用相当額 

Ⅴ損益外除売却差額相当額 

Ⅵ引当外賞与増加見積額 

Ⅶ引当外退職給付増加見積額 

Ⅷ機会費用 

Ⅸ（控除）国庫納付額 

 

1,083 

79 

2 

△15 

△34 

△607 

281 

－ 

Ⅹ国立大学法人等業務実施コスト 10,550 
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５．財務情報 

（ １ ） 財務諸表の概況 

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由） 

ア．貸借対照表関係 

（資産合計） 

平成２４年度末現在の資産合計は前年度比１，５４３百万円（２．４％）（以下、

特に断らない限り前年度比・合計）増の６５，６５４百万円となっている。 

固定資産の主な増加要因としては、総合研究棟（農学系）の新営等、建設仮勘定

が９９８百万円増加したことにより、有形固定資産が５４４百万円増加したことが

挙げられる。 

また、流動資産の主な増加要因としては、現金及び預金が、未払金の増加により

１，０５１百万円増の５，８６９百万円になったことが挙げられる。 

 

（負債合計） 

平成２４年度末現在の負債合計は２，４２５百万円（１７．４％）増の１６，３

７７百万円となっている。 

固定負債の主な増加要因としては、総合研究棟の（農学系）及び附属小学校校舎

改修工事等の支払いにより、資産見返負債が１，３５２百万円増加したことが挙げ

られる。減少要因としては、リース債務の経年（契約期間）による減少により、未

払金が１１６百万円減少している。 

また、流動負債の主な増加要因としては、未払金が、期末における支払債務の増

加により８０６百万円増の３，２００百万円となっていることや、補正予算（第一

号）復興関連事業の繰越分等により運営費交付金債務が前年度比３２３百万円増の

３８８百万円となったことが挙げられる。 

 

（純資産合計） 

平成２４年度末現在の純資産合計は８８１百万円（１．８％）減の４９，２７７

百万円となっている。 

主な減少要因としては、資本剰余金が、特定資産の取得額に比べ、減価償却相当

額が上回ったため６０９百万円減の△１，７９１百万円となったこと、資本金が、

独立行政法人国立大学財務・経営センターへ政府から出資された土地売却分の半額

を納付したことにより９２百万円減少したことが挙げられる。 
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イ．損益計算書関係 

（経常費用） 

平成２４年度の経常費用は８２０百万円（４．６％）減の１７，１１２百万円と

なっている。 

主な減少要因としては、人件費が、給与および退職手当の減額改定を行った等に

より４９９百万円減少したこと、受託研究費等の受入の減少に関連して事業費用が

４８５百万円減少したことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、教育経費が改修工事や目的積立金による設備の更

新・新設事業等による什器類や教育機器の整備等により１４７百万円増加したこと

が挙げられる。 

 

（経常収益） 

平成２４年度の経常収益は１，３８０百万円（７．５％）減の１７，１３８百万

円となっている。 

主な減少要因としては、運営費交付金収益が、交付額の減や資産の取得額の増な

どにより７６７百万円減の８，６８９百万円となったこと、学生納付金収益が資産

の取得額の増などにより２４２百万円減の５，６９０百万円となったこと、受託研

究費は受入額の減少に伴い、収益額が５２６百万円減の６１６百万円となったこと

があげられる。 

増加要因としては、施設費の収益額は８５百万円増の９２百万円、補助金の収益

額は４３百万円増の４１２百万円となったことがあげられる。 

 

（当期総利益） 

上記経常損益の状況に、臨時損失として固定資産除却損５９百万円、臨時利益と

して、資産見返負債戻入５百万円、目的積立金を使途に沿って費用処理したことに

よる目的積立金取崩額８７百万円を計上した結果、平成２４年度の当期総利益は、

５００百万円（８９．３％）減の５９百万円となっている。 
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ウ．キャッシュ・フロー計算書関係 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２４年度の業務活動によるキャッシュ・フローは６１６百万円（４３．３％）

増の２，０３９百万円となっている。 

主な増加要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による支出が、７１２

百万円減の２，９２３百万円となったこと、人件費支出が２９６百万円減の１１，

８３１百万円となったことが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、受託研究収入が４２６百万円減の７４０百万円と

なったこと、運営費交付金の収入が、３２０百万円減の９，３２０百万円になった

ことが挙げられる。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２４年度の投資活動によるキャッシュ・フローは２，２９１百万円（１０９．

８％）増の２０５百万円となっている。 

また、主な増加要因としては、施設費による収入が、１，４１０百万円増の１，

６９３百万円となったこと、定期預金払戻による収入が８４２百万円増の２，１４

８百万となったことが挙げられる。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２４年度の財務活動によるキャッシュ・フローは 1 百万円（０．５％）減の

△２００百万円となっている。 

主な減少要因としては、リース債務の返済による支出額が、３百万円減の１９５

百万円となったことが挙げられる。 

 

 

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係 

（国立大学法人等業務実施コスト） 

平成２４年度の国立大学法人等業務実施コストは５２２百万円（４．７％）減の

１０，５５０百万円となっている。 

減少要因としては、退職手当支給額の増による引当外退職給付増加見積額が、２

３５百万円減の△６０７百万円となったことが挙げられる。 

また、増加要因としては、受託研究等の収益額が減少したことや、授業料収益が

減少したことにより、自己収入（控除分）が７５６百万円減少したことが挙げられ

る。 
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（表）主要財務データの経年表                      （単位：百万円） 

区分 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

資産合計 64,173 66,941 64,671 64,110 65,654 

負債合計 13,458 15,964 14,069 13,951 16,376 

純資産合計 50,714 50,976 50,602 50,158 49,277 

経常費用 18,513 18,456 17,514 17,932 17,112 

経常収益 19,056 18,210 18,696 18,518 17,138 

当期総利益 680 619 1,179 560 59 

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,340 1,153 1,088 1,423 2,039 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,492 188 △1,715 △2,086 205 

財務活動によるキャッシュ・フロー △215 △215 △202 △199 △200 

資金期末残高 4,192 5,319 4,489 3,626 5,670 

国立大学法人等業務実施コスト 11,391 12,323 11,175 11,073 10,550 

（内訳）      

 業務費用 9,822 10,623 9,417 9,826 9,761 

  うち損益計算書上の費用 18,632 18,468 17,526 17,991 17,171 

  うち自己収入 △8,810 △7,845 △8,108 △8,165 △7,409 

 損益外減価償却相当額 1,175 1,178 1,271 1,147 1,083 

 損益外減損損失相当額 - - - - 79 

 損益外利息費用相当額 - - 34 5 2 

 損益外除売却差額相当額 - - 4 △6 △15 

 引当外賞与増加見積額 △81 △14 △23 △16 △34 

 引当外退職給付増加見積額 △203 △162 △154 △371 △607 

 機会費用 677 698 625 489 281 

 （控除）国庫納付額 - - - - - 
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② セグメントの経年比較・分析（内容・増減理由） 

ア．業務損益 

学部・研究科等セグメントの業務損益は、前年度比４０３百万円（４８．５％）

減の４２７百万円となっている。これは、運営費交付金の収入が減少したことに伴

い、運営費交付金収益額が減少したことや、受託研究費の収入の減少による受託研

究費収益額の減少が主な要因である。 

附属学校セグメントの業務損益は、前年度比１百万円（０．９％）増の△１１１

百万円となっている。これは、経常収益が、獲得したセグメントに帰属計上してい

ることによるためで、授業料等の学納金収益やその他の収益の獲得がほとんどない

ことに起因している。 

研究所セグメントの業務損益は、前年度比６百万円（５．５％）増の△１０７百

万円となっている。これも附属学校と同様なことによる。 

法人本部の業務損益は、前年度比１６４百万円（９０５．５％）減の△１８２百

万円となっている。これは、運営費交付金の収益額が１６９百万円減少したことが

挙げられる。また、総合研究棟（農学系）の改修工事を行ったこと等により、教育

経費が前年度比４１百万円増の３２０百万円となったことや、研究経費が工学部の

改修工事等を行ったことにより、前年度比３４百万円増の６４百万円となったこと

などが主な要因である。 

 

 

（ 表）業務損益の経年表                         （単位：百万円） 

 

区分 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

学部・研究科等 779 210 1,430 830 427 

附属学校 △111 △187 △124 △112 △111 

研究所 △80 △108 △107 △113 △107 

法人本部 △43 △159 △16 △18 △182 

合計 543 △245 1,182 585 26 

 

 

 

イ．帰属資産 

学部・研究科等セグメントの総資産は、前年度比５２百万円（０．１％）減の３

５，４５５百万円となっている。これは、減価償却等により建物が７６０百万円減

の１１，３４５百万円になったことが主な要因である。 

附属学校セグメントの総資産は、前年度比１４７百万円（１．２％）増の１２，

０５８百万円となっている。これは校舎の改修等により、その他の資産が２２１百

万円増の２４３百万円になったことが主な要因である。 

研究所セグメントの総資産は、前年度比１４百万円（１．７％）減の８３６百万

円となっている。これは、減価償却等により建物が１１百万円減の１６０百万円に

なったことが主な要因である 

法人本部セグメントの総資産は、前年度比４１１百万円（３．７％）増の１１，

４３４百万円となっている。これは、宿舎の改修等により建物が６５１百万円増の

３，５２５百万円となったことが主な要因である。 
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（ 表）帰属資産の経年表                        （単位：百万円） 

 

区分 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

学部・研究科等 34,980 37,109 36,474 35,507 35,455 

附属学校 11,685 12,048 12,031 11,910 12,058 

研究所 895 918 885 851 836 

法人本部 10,408 10,572 10,602 11,022 11,434 

法人共通 6,203 6,292 4,677 4,818 5,869 

合計 64,173 66,941 64,671 64,110 65,654 

 

 

③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等 

当期総利益５９百万円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究

の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、２百万円を目的積立金として申請し

ている。 

目的積立金の使用状況については、平成２４年度は、その目的に沿って２３９百

万円（うち資産取得が１５１百万円、費用処理が８７百万円）を取り崩し、使用し

た。 

 

 

 

（２）施設等に係る投資等の状況（重要なもの） 

当事業年度中に改修した主要施設等 

①大谷地区  総合研究棟（農学系）新営その他工事 

施設取得額：９７１百万円 

（Ｈ２４：３８９百万円 Ｈ２５：５８２百万円） 

予算財源：施設整備費補助金 

 

②大谷地区  総合研究棟（農学系）新営機械設備工事 

施設取得額：３７８百万円 

（Ｈ２４：１５２百万円 Ｈ２５：２２６百万円） 

予算財源：施設整備費補助金 

 

③大谷地区  総合研究棟（農学系）新営電気設備工事（Ⅰ期・Ⅱ期） 

施設取得額：３２８百万円 

（Ｈ２４：１３１百万円 Ｈ２５：１９７百万円） 

予算財源：施設整備費補助金 

 

④大谷地区  総合研究棟（農学系）新営機械設備工事（Ⅱ期） 

施設取得額：２９９百万円 

（Ｈ２４：１２０百万円 Ｈ２５：１７９百万円） 

予算財源：施設整備費補助金 
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⑤城北地区  工学部１号館改修工事（Ⅱ期） 

施設取得額：１５１百万円 

（Ｈ２３：６１百万円 Ｈ２４：９０百万円） 

予算財源：施設整備費補助金、運営費交付金  

 

⑥駿府地区  教育学部附属静岡小学校校舎改修その他工事 

施設取得額：３８６百万円 

（Ｈ２４：１５５百万円 Ｈ２５：２３１百万円） 

予算財源：施設整備費補助金 

 

  

 

（３）予算・決算の概況 

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示し

ているものである。 

 

（単位：百万円） 

 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

区分 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 19,675 20,472 21,505 22,272 18,381 18,797 18,655 18,261 20,196 19,038  

運営費交付金収入 10,160 10,160 10,468 10,468 9,917 9,917 9,758 9,758 9,721 9,386   

補助金等収入 93 122 140 637 78 567 473 560 432 509 補助金獲得増 

学生納付金収入 6,071 6.058 6,048 6,066 5,925 5,938 5,909 5,398 6,279 5,748 授業料等免除 

附属病院収入 - - - - - - - - - -   

その他収入 3,351 4,131 4,849 5,101 2,461 2,375 2,515 2,545 3,764 3,395  

支出 19,675 19,645 21,505 21,627 18,381 17,505 18,655 18,059 20,196 18,466   

教育研究経費 13,028 12,303 13,956 13,931 16,038 15,011 15,828 15,598 16,592 15,444 計画見直し、経費節減  

 診療経費 - - - - - - - - - -   

 一般管理費 3,881 3,776 4,274 3,974         

 その他支出 2,766 3,564 3,275 3,722 2,343 2,494 2,827 2,461 3,604 3,022 補助金獲得増 

  収入－支出 － 827 －  645 －  1,292 －  202 －  572   
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「Ⅳ 事業の実施状況」 

 （１） 財源構造の概略等 

  当法人の経常収益は１７，１３８百万円で、その内訳としては、運営費交付金収益   

８，６８９百万円（５０．７％（対経常収益比、以下同じ。））、学納金収益（授業

料、入学金、検定料）５，６９０百万円（３３．２％）、受託研究・受託事業等収益，

８１８百万円（４．８％）、寄附金収益２２８百万円（１．３％）、その他１，７１

１百万円（１０．０％）となっている。 

 

（２） 財務データ等と関連付けた事業説明 

  ア．学部・研究科等セグメント  

     学部・研究科等セグメントは、事業の種類別（学部、研究科、附属図書館、保健

管理センター等の共同利用施設を含む）により構成されており、未来を展望した、

特色ある国際水準の教育研究を行い、学術・文化と産業・経済の発展に寄与し、卓

越した「知の拠点」としての大学を目指している。平成 24 年度においては、教育

面においては以下の取組を行った。  

    ・ 平成 25 年度実施を目標にこの３年間取り組んできた全学共通教育改革は、

新カリキュラムの確定、関連規則等の整備、時間割、教員配置等の準備を完了

させた。うち、アカデミック・イングリッシュと学部横断セミナーについては

試行的に一部授業を実施し、効果等の検証を行った。  

   ・ これまでに整備してきたキャリアデザイン教育の連続性を担保する新しい共

通教育科目として２年生向けに少人数のインターンシップ科目、３年生向けに

「大学での学びとキャリア」を開設した。また、インターンシップを PBL 型

のアクティブラーニングと結びつけた教育改善を柱とするプログラムを実施

した。  

   ・ 工学部・工学研究科は、平成 25 年度に向け改組計画を策定し、新しい教育

プログラムとして電子物質科学、化学バイオ工学、数理システム工学を導入し、

その上で６年一貫制を意識した学士課程カリキュラム及び修士課程カリキュ

ラムの改定を行った。  

      また、研究面においては、「学術と文化を支える基礎的研究を推進し、知の

蓄積を図る。」という中期計画に沿って、以下の取り組みを行った。 

・ 各部局において、論文投稿を推進するための支援等を行うとともに、学長特

別裁量経費 教育研究プロジェクト推進経費「最先端研究支援経費」として、

Impact Factorの５以上のjournalに掲載された研究者に対し、更なる研究の発

展に資するため研究費について公募を行い工学部及び創造科学技術大学院か

ら申請のあった2件について、1,100千円を配分した。 

・ 若手研究者支援経費により、21名に対し14,300千円を配分した。 

・ 超領域研究推進本部の下で、重点４分野（極限画像科学、ナノバイオ科学、

グリーン科学技術、アジア研究）において、新たな異分野融合・横断型の２つ

の連携課題（極限画像関連、グリーン関連）を設定し研究支援を行った。 

 

  学部・研究科等セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益５，７７

３百万円（４３．５％（当該セグメントにおける業務収益比、以下同じ。））、学納

金収益（授業料、入学金、検定料）５，４７２百万円（４１．２％）、受託研究・受

託事業等収益７３８百万円（５．６％）、寄附金収益１６５百万円（１．２％）、そ
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の他１，１２４百万円（８．５％）となっている。 

また、事業に要した経費は、教育経費１，３３７百万円、研究経費１，１９６     

百 万 円 、 教 育 研 究 支 援 経 費 ８ ３ ６ 百 万 円 、 受 託 研 究 ・ 受 託 事 業 経 費 ７ ４ ５ 

百万円、人件費８，６３３百万円、一般管理費９３百万円などとなっている。 

  

イ．附属学校セグメント  

    附属学校セグメントは、中期目標「大学・教育学部及び地域の教育界との連携・

協力を強化し、附属学校園の教育の改善を進め、かつ、より資質の高い教員の養成

に貢献するとともに、今日的な教育課題に対応した教育研究を進める。」ため、学

校評価にともなう学校運営の改善点について、３月の附属学校園運営委員会におい

て検証した。また、教職実践演習」の実施にあたって、附属学校園をどのように活

用するかについて具体案の検討を進めた。 

このほか、「地域連携室」を活用して、教科毎に教育研究を開催し、連携の成果

の普及を図った。 

 

 附属学校セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益１，１８７     

百万円（９６．１％）、学納金収益（授業料、入学金、検定料）５百万円（０．４％）、

寄附金収益２７百万円（２．２％）、その他１４百万円（１．３％）となっている。   

また、事業に要した経費は、教育経費１４４百万円、人件費１，２００百万円、一般

管理費 1 百万円などとなっている。 

 

ウ．研究所セグメント  

研究所セグメントは、中期計画「第 1 期中期計画の実績に基づき、世界をリード

する独創的な研究の推進。産業界等との連携の推進。国公私立大学の新たな大学間

連携を進めつつ、教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直しを行う。」ため、

①極限画像科学創成に関わる研究の動向として極短時間分解能、極限空間分解能、

画像の伝播制御の調査を実施した。②本学の強みである極限画像、ナノバイオ科学、

グリーン科学技術の３分野に集中・特化することにより電子工学研究所とグリーン

科学技術研究所の、それぞれの改組と新設計画を策定した。２つの研究所には、そ

れぞれ 30 名程度の研究を牽引する「コア教員」及び「サブコア教員」を配置し、

新電子工学研究所に４部門、グリーン科学技術研究所に３部門を設け、プロジェク

ト型の研究実施体制を整えた。  

 

 研究所セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益３３５百万円（６

５．４％）、受託研究・受託事業等収益８０百万円（１５．６％）、寄附金収益２１

百万円（４．１％）、その他７６百万円（１４．９％）となっている。 

また、事業に要した経費は、教育経費７百万円、研究経費１７８百万円、受託研究

経費６９百万円、人件費３５４百万円、一般管理費６百万円などとなっている。 

 

エ．法人本部セグメント 

法人本部セグメントは、事務局（総務部、財務施設部、学務部、学術情報部）に

より構成されており、「『自由啓発・未来創成』のビジョンに基づき、人材育成を

旨とし、質の高い教育と創造的な研究を推進し、社会と連携し、ともに歩む存在感

のある大学を目指す。第2期中期目標期間においては、分野ごとに基本的な目標を
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定め、そのため、教えの場から学びの場への転換、自由な基礎的研究の推進と学際・

未踏の研究分野への組織的な取組み、地域社会と協働した現代の諸課題へのチャレ

ンジ、国際性豊かな人材育成、法人組織運営の自律性とアカウンタビリティーの一

層の明確化を図る」という大学の基本的目標等を推進するため、平成24年度におい

ては、中期計画に定めた、「第1期の組織運営の検証を行い、本部及び部局運営の在

り方について、改善を進める」を実現するため、平成25年4月1日実施の①情報学部、

理学部、工学部及び農学部教員の修士所属に伴う事務体制、②新たに設置する電子

工学研究所及びグリーン科学技術研究所の事務体制を整備し、法人化後の本部と部

局の会計業務について点検した。また、役員懇談会において、「本部及び部局の運

営方法の点検・見直し」及び「諸会議の役割の明確化と委員会の効率化・合理化」

にかかる検証を行い、次のとおり改善が図られたことを確認した。 

①教授会以外の意思決定機関における運用規則が未整備であった部局（教育学

部、理学部）において、規定化が完了した。 

②平成25年度の理工系教員の修士課程所属に伴う、各研究科教授会規則等の制定

にあたり、企画戦略会議において、部局運営の適正化に向け、規定の統一化が

図られるよう審議し、適切に諸規則が制定された。 

③教育研究評議会において、学部入試及び研究科入試合否判定に係る議決機関に

ついて、代議員会等での議決をもって教授会の議決とすることを可能とした。 

④人文社会科学部、情報学部等において、委員会機能統合による委員会の廃止等

が行われ、合理化が促進された。 

 

  法人本部セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益１，３９３     

百万円（６５．９％）、学生納付金収益２１２百万円（１０．１％）、寄附金収益１

３百万円（０．７％）、施設費収益１２百万円（０．６％）、雑益３８６百万円（１

８．３％）、 その他９５百万円（４．４％）となっている。 

また、事業に要した経費は、教育経費３２０百万円、研究経費６４百万円、人件費

１，４５８百万円、一般管理費４２３百万円などとなっている。 

 

(3) 課題と対処方針等 

運営費交付金の縮減に対応するため、人件費及び管理運営経費の節減に努めるとと

もに、寄附金などの外部資金の獲得に努めた。人件費については、平成23年度までの

定員削減計画の実行により概ね1％の削減を達成するとともに、教員の人件費管理に

ついては、「教員人件費管理委員会」が「人件費削減計画及び教員の戦略的配置につ

いて」（平成20年度策定）に基づき、中期計画に定める教員の適正配置及び人件費の

適切な管理を実行した。また、管理運営費については、経費抑制計画の推進として、

財務施設部内に組織した「財務に関する改善合理化プロジェクトチーム」において、

業務の改善、合理化及び経費節減に関し、主として下記について検討・実施した。 

①前期授業料免除判定結果の時期を考慮し、授業料未納者への督促が適切な時期に

行えるよう要項の改定を行った。 

②比較的小規模な契約についても複数年度契約へ移行した。 

③遊休物品の有効活用の促進のため、HPの掲示板の記載をわかりやすく改めた。 

④新任時の安全衛生教育にあわせた、温室効果ガス削減・省エネルギーへの啓発活

動を実施した。 

 また、計画的な省エネルギー化の推進については、グリーン・キャンパス構築指針・
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行動計画2010-2015に基づき、環境配慮の取組を実施し、7月19日に改訂したキャンパ

スマスタープラン2010-2015におけるＬＥＤ型外灯更新計画及びトイレ整備計画に基

づき、静岡・浜松両キャンパスの全ての外灯のＬＥＤ型化を完成させるとともに、理

学部Ｃ・Ｄ棟、人文社会科学部Ｃ棟、附属図書館静岡本館、第二食堂屋外のトイレ整

備についても計画どおりに完成させ、省エネルギーに配慮した環境整備を推進した。 

 

 

 

 

「Ⅴ その他事業に関する事項」 

１．予算、収支計画及び資金計画 

（１）．予算 

年度計画参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_plan.pdf） 

 

決算報告書参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_kessan.pdf） 

 

（２）．収支計画 

年度計画参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_plan.pdf） 

 

財務諸表（損益計算書）参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_zaimu.pdf） 

 

（３）．資金計画 

年度計画参照（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_plan.pdf） 

 

財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照 

（国立大学法人静岡大学ホームページ参照） 

（http://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/pdf/05/h24_zaimu.pdf） 

 

 

 

 

 

 

２．短期借入れの概要 

 

 該当なし 
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３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

（１）運営費交付金債務の増減額の明細 
（単位：百万円） 

 

当期振替額 

交付年度 期首残高 
交付金当

期交付額 
運営費交

付金収益 

資産見返

運営費交

付金 

資本剰余

金 
小計 

期末残高 

平成 23 年度 65 - 49 15 - 65 - 

平成 24 年度 - 9,320 8,639 291 - 8,931 388 

合計 65 9,320 8,689 307 - 8,996 388 

 
 

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 
 

平成２３年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

運営費交付

金収益 

- 

資産見返運

営費交付金 

15 

資本剰余金 - 

業務達成基

準による振

替額 

計 15 

①費用進行基準を採用した事業等 

静岡大学（城北）工学部１号館太陽光発電設備設置事

業 

②当該業務に係る損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用額 

なし 

ｲ)固定資産取得額 

建物等：15 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

   業務の達成状況に伴う運営費交付金債務15を振替。 

運営費交付

金収益 

- 

資産見返運

営費交付金 

- 

 

資本剰余金 - 

期間進行基

準による振

替額 

計 - 

該当なし 

運営費交付

金収益 

49 

資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

費用進行基

準による振

替額 

計 49 

①費用進行基準を採用した事業等 

退職手当 

②当該業務に係る損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用額 

退職手当：49 

ｲ)固定資産取得額 

なし 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

   費用進行に伴う運営費交付金債務49を振替。 
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国立大学法

人会計基準

第７８第３

項による振

替額 

 - 該当なし 

合計  65  

 
 
平成２４年度交付分 

（単位：百万円） 

区  分 金 額 内     訳 

運営費交付

金収益 

210 

資産見返運

営費交付金 

16 

資本剰余金 - 

業務達成基

準による振

替額 

計 227 

①業務達成基準を採用した事業等 

異分野技術の融合による革新的画像工学創成事業、国

際化をめざした秋季入学留学生プログラムの充実、教育

養成高度化の実現をめざす静岡大学改革プラン、質の高

い教員の育成を目指した教材開発及び新人・中堅教員育

成プログラム策定と効果検証のための地域共同プロジェ

クト、その他 

②当該業務に関する損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用額 

   備品・消耗品費：65、人件費：82、 

その他の経費：63 

ｲ)固定資産の取得額 

建物等：4、工具器具備品：11、図書：0 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

業務の達成状況に伴う運営費交付金債務227を振替。 

運営費交付

金収益 

7,367 

資産見返運

営費交付金 

268 

 

建 設 仮 勘 定

見 返 運 営 費

交付金 

6 

資本剰余金 - 

期間進行基

準による振

替額 

計 7,642 

①期間進行基準を採用した事業等 

業務達成基準及び費用進行基準を採用した業務以外の

全ての業務 

②当該業務に関する損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用額 

人件費：7,289、法人本部管理費：78 

ｲ)固定資産の取得額 

建物等：243、構築物：15、工具器具備品：1、 

ソフトウエア：6、車両運搬具:3 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

  学生収容定員が一定数（90%）を満たしていなかったた

め当該未達分を除いた運営費交付金債務7,642を振替。 

費行基準に

よる振替額 

運営費交付

金収益 

1,061 ①費用進行基準を採用した事業等 

退職手当、補正予算（第一号）復興関連事業 
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資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

計 1,061 

②当該業務に係る損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用額 

退職手当：1,061 

ｲ)固定資産取得額 

なし 

③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 

   費用進行に伴う運営費交付金債務1,061を振替。 

国立大学法

人会計基準

第７８第３

項による振

替額 

 該当なし 

合計  8,931  

 
 
（３）運営費交付金債務残高の明細 

（単位：百万円） 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 

平成24年度 業務達成基

準を採用し

た業務に係

る分 

-  

 期間進行基

準を採用し

た業務に係

る分 

4 一般運営費交付金 

・学生収容定員が一定数（90%）を満たしていなかったた

め中期目標期間終了時に国庫返納する予定。 

 費用進行基

準を採用し

た業務に係

る分 

384 補正予算（第一号）復興関連事業 

・未完成による執行残であり、翌事業年度以降に使用す

る予定 

 計 388  

合計  388  
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（別紙） 

■財務諸表の科目 

１．貸借対照表 

有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用す

る有形の固定資産。 

減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画

に比して著しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合

等に、当該固定資産の価額を回収可能サービス価額まで減少さ

せる会計処理）により資産の価額を減少させた累計額。 

減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。 

その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、車両運搬具等が該当。 

その他の固定資産：無形固定資産（特許権等）、投資その他の資産（投資有価証

券等）が該当。 

現金及び預金：現金（通貨及び小切手等の通貨代用証券）と預金（普通預金、当座預

金及び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。 

その他の流動資産：未収附属病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、

たな卸資産等が該当。 

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借

対照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替

える。計上された資産見返負債については、当該償却資産の減価償却

を行う都度、それと同額を資産見返負債から資産見返戻入（収益科目）

に振り替える。 

長期借入金等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、

ＰＦＩ債務、長期リース債務等が該当。 

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。 

政府出資金：国からの出資相当額。 

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産（建物等）等の相当

額。 

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。 

 

 

２．損益計算書 

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。 

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。 

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。 

教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、

法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている

施設又は組織であって学生及び教員の双方が利用するものの運営

に要する経費 

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。 

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。 

財務費用：支払利息等。 

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。 
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学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。 

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。 

臨時損益：固定資産の売却（除却）損益、災害損失等。 

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利

益）のうち、特に教育研究の質の向上に充てることを承認さ

れた額のことであるが、それから取り崩しを行った費用の額。 

 

 

３．キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支

出、人件費支出及び運営費交付金収入等の、

国立大学法人等の通常の業務の実施に係る

資金の収支状況を表す。 

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による

収入・支出等の将来に向けた運営基盤の確

立のために行われる投資活動に係る資金の

収支状況を表す。 

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発

行・償還及び借入れ・返済による収入・支

出等、資金の調達及び返済等に係る資金の

収支状況を表す。 

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。 

 

 

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書 

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の

税財源により負担すべきコスト。 

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の

費用から学生納付金等の自己収入を控除した相当額。 

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産の減価償却費相当額。 

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったに

もかかわらず生じた減損損失相当額。 

損益外利息費用相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲

得が予定されない資産に係る資産除去債務についての時

の経過による調整額 

損益外除売却差額相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の

獲得が予定されない資産を売却や除却した場合に生じた

帳簿価額との差額相当額。 

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められ

る場合の賞与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年

度との差額として計上（当事業年度における引当外賞与

引当金見積額の総額は、貸借対照表に注記）。 
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引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明ら

かと認められる場合の退職給付引当金増加見積額。

前事業年度との差額として計上（当事業年度におけ

る引当外退職給付引当金見積額の総額は貸借対照表

に注記）。 

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸し

た場合の本来負担すべき金額等。  

    


